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株式会社武蔵野銀行 2025年 6月 16日 

 

「むさしのグリーン定期預金」フレームワーク  サステナブルファイナンス本部 

担当アナリスト：大石竜志 

 

格付投資情報センター（R&I）は武蔵野銀行の「むさしのグリーン定期預金」フレームワーク（2025 年 6 月策定）

が、以下の原則の趣旨に準じるものであることを確認した。 

 

 

 

■資金使途 

事業区分 適格クライテリア 

再生可能エネルギー 

太陽光発電、風力発電、地熱発電、バイオマス発電（持続可能な原料または廃棄物

由来のものに限る）、小規模水力発電、蓄電池（容量市場、卸電力事業、需給調整

市場等の電力市場を活用して電力事業を行う、蓄電池事業に対する融資） 

エネルギー効率 

以下の評価を得た新たな建物の建設、購入または既存建物の修繕 

・ZEH：ZEH Oriented 以上 

・ZEH-M：ZEH-M Oriented 以上 

・ZEB：ZEB Oriented 以上 

・LCCM：一般財団法人住宅・建築 SDGs 推進センター等第三者機関が発行した

LCCM 住宅認定書を取得しているもの 

■オピニオンの位置付け 

グリーンボンド原則は預金商品を想定して策定されたものではないため、同原則への適合性評価を本グリーン

預金フレームワークではできない。一方、預金の受け入れはグリーンボンド発行による資金調達に相当するという

整理の下、本フレームワークはグリーンボンド原則の各要素「調達資金の使途」「プロジェクトの評価と選定のプロセ

ス」「調達資金の管理」「レポーティング」で求められる特徴を持つと確認できた。したがって R&I は本フレームワー

クがグリーンボンド原則の趣旨に準じるものであると判断した。 

 

グリーンボンド原則（2021、ICMA） 
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1. 武蔵野銀行の概要 

 武蔵野銀行はさいたま市大宮区に本店を置く地方銀行。1952年に創立し、埼玉県内の93店舗を含む100

店舗を展開する。預金量は約 5 兆円。創業以来「地域共存」「顧客尊重」の経営理念のもと、郷土「彩の国さ

いたま」の地元銀行として総合金融サービスの向上に努め、地域経済・社会への貢献に努めている。 

 2019 年 3 月に「武蔵野銀行 SDGs 宣言」を制定・公表し、2021 年 9 月には「サステナビリティ推進委員会」

を設置するとともに TCFD 提言への賛同を行うなど、サステナビリティ経営推進に向けて態勢を整備し、本業

を通じた持続可能な地域づくりや役職員の理解向上などに取り組んでいる。 

 武蔵野銀行グループは、SDGs の目標達成に貢献するため、全役職員が取組むことを以下に宣言している。 

 

 

 

 

 

 

 

 2021 年 12 月にサステナビリティ、環境、投融資、人権の 4 つの方針を定め、気候変動や人権といったグロ

ーバルな課題や国内外の金融経済における脱炭素の動きに対応するとともに、より実効性のあるサステナビ

リティ経営の実践を目指している。環境方針、投融資方針、人権方針については、それぞれより詳細な方針

が策定されている。 

 投融資方針については環境・社会・経済に肯定的で前向きな影響を与える事業に対しては積極的に投融資

していくとする一方、環境・社会に負の影響を与える可能性が高い特定セクターに対しては原則、取り扱わな

いといった方針が定められている。なお、武蔵野銀行グループはサステナビリティ推進委員会において、投融

資に関する取組みの状況についての報告を行い、取組みの向上・改善に努めている。 
 

(銀行の責任・役割) 

地域経済の持続的発展に貢献するため、金融仲介機能を発揮するとともに、お客さま本位の業務運営を常
に実践します。 

(持続可能な地域社会) 

産業や雇用、まちづくりや生活など、持続可能な地域社会の創造に貢献するため、行政・企業・NPOなど
多様な主体とのパートナーシップのもと取組みを行ってまいります。 

(地球の持続可能性への貢献) 

気候変動や人権などの課題を自分ごとと捉え、グローバルな持続可能性に貢献します。 

名称 要旨 

サステナビリティ
基本方針 
                    

当行の経営理念「地域共存」「顧客尊重」に基づき、地域活性化を実施し、中長期的
な視点で経済価値と社会価値の両立を目指します。 

環境方針 気候変動や脱炭素、生物多様性といった諸課題について、地球環境の視点を踏まえつ
つ、地元埼玉の地域特性も考慮し、事業活動を通じた取組みを全役職員で行います。 

投融資方針 環境、社会、経済の持続可能性に対し、ネガティブな影響を及ぼす産業・企業セクタ
ーへの投融資を回避します。 

人権方針 あらゆる事業活動や商品・サービス提供において、関わる全てのステークホルダーの
人権や多様性を尊重します。 



セカンドオピニオン 

 

 3/7 

 武蔵野銀行グループは、秩父山地から広がる武蔵野台地、荒川や利根川などの河川を擁する埼玉県

の地元金融グループとして、 ESG金融の取組みを通じ、持続可能な地域社会づくりに貢献するとともに、

「気候変動への対応」および「生物多様性保全」に向けた取組みを進めており、環境方針を以下に定め

ている。 

   ■環境方針 

 地域社会の「脱炭素化」実現に資するサステナブルファイナンスの実行金額について、2021 年度から 2030

年度の 10 年間の累計で 1 兆円実行する目標を設定している。今般開始する「グリーン預金」は、目標達成

に向けて取り組む施策の一環である。 

1. 本業である金融仲介機能の発揮を通じた環境保全 

当社の従業員が「品質の向上及び環境保護が事業活動の重要な課題の一つである」との理解を深め、高い
品質・環境保護意識を持ち行動できるように、啓発を行います。 

2. 環境負荷低減への取組み 

武蔵野銀行グループの事業活動における持続可能なエネルギー利用、資源循環、廃棄物削減、汚染防止、グ
リーン調達など環境負荷の低減に努めてまいります。 

3. 環境関連法規等の遵守 

武蔵野銀行グループは、環境に関連する法令等を遵守するとともに、SDGs やカーボンニュートラルへ向
けた取組みなどの社会的要請を企業行動につなげてまいります。 

4. 全員参加と情報開示 

武蔵野銀行グループは、環境方針が役職員全員に浸透し、一人ひとりの行動につながるよう周知・啓蒙す
るとともに、環境方針を開示し、取組状況を積極的に公表してまいります。 

5. 管理体制 

武蔵野銀行グループは、サステナビリティ推進委員会において、環境に関する取組みの状況についての報
告を行い、取組みの向上・改善に努めます。また、必要に応じて本方針にかかる見直しの検討を行います。 
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2. 調達資金の使途 

調達資金の使途として示された対象プロジェクトは明確な環境改善効果をもたらす。調達資金の使途は適切で

ある。 

(1) 対象プロジェクト 

 グリーン預金による調達相当額は本オピニオン 1 ページに記載の適格クライテリアを満たすプロジェクトの新

規及び既存融資に充当される。既存融資に充当する場合は過去 5 年以内に実行された融資案件が対象と

なる。資金使途は、グリーンボンド原則で例示されている事業区分「再生可能エネルギー」に該当する。 

■グリーン預金の概要 

通貨 : 円 

募集対象 : 法人 

最低預入額 : 1,000 万円（大口定期預金で運用） 

預入期間 : 1 年 

適用利率 : 大口定期預金の店頭表示金利 

 

(2) 環境改善効果 

・  適格クライテリアは再生可能エネルギー及びエネルギー効率に関する事業である。適格プロジェクトへの融資

は CO2 排出量の削減をもたらすと見込まれる。 

 太陽光発電、風力発電、地熱発電、バイオマス発電（持続可能な原料または廃棄物由来のものに限る）、小

規模水力発電は、全て再生可能エネルギーによる発電である。 

 蓄電池事業は電力系統や再生可能エネルギー発電所などに接続する蓄電池で、電力系統につないで利用

される。電力が余った時には蓄電し、電力が不足した時には放電することで、系統電力の安定化を図ることが

できる。再生可能エネルギーの出力制御量や出力制御時間を低減することができ、再エネの促進につなが

るとともに、火力発電による調整を削減することが可能となるため、CO2 排出量の削減が期待できる。 

 ＺＥＨは外皮の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効率な設備システムの導入により、室内環境の

質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギー等を導入することにより、年間の

一次エネルギー消費量の収支がゼロとすることを目指した住宅のこと。 

 LCCM（ライフサイクル・カーボン・マイナス）住宅は住宅の建設から廃棄までライフサイクル全体を通じて CO2

排出量をマイナスにする住宅である。 
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＜SDGs への貢献＞ 

 グリーン預金から充当される適格プロジェクトは 「7. エネルギーをみんなに そしてクリーンに」 「13. 気候変

動に具体的な対策を」 に貢献すると位置付けられる。 

   

 

3. プロジェクトの評価及び選定のプロセス 

環境面での目標、規準、プロジェクトの評価・選定のプロセス、環境・社会リスクの特定・緩和・管理に関するプロ

セスが示されている。プロセスは、環境・社会に配慮したプロジェクトを選定するように定められている。評価・選定

のプロセスは適切である。 

(1) 環境面での目標 

 本グリーン預金の環境面での目標は「気候変動の緩和」である。 

(2) 規準 

 適格クライテリアは武蔵野銀行が策定した「武蔵野銀行 SDGs 宣言」「サステナビリティ基本方針」「投融資方

針」及び「環境方針」に整合するものとして設定されている。具体的な適格基準は本オピニオン 1 ページに記

載の適格クライテリアの通り。 

(3) 評価・選定の判断を行う際のプロセス 

 適格クライテリアの設定および武蔵野銀行の各方針との整合性の確認は、法人コンサルティング部法人企画

グループで確認した。 

 充当対象となるプロジェクトは、法人コンサルティング部法人営業グループが適格性を確認して選定される。 

(4) 環境・社会リスクの特定・緩和・管理に関するプロセス 

 充当対象となるプロジェクトは全て法人コンサルティング部法人営業グループが融資審査の過程において環

境・社会的リスクを評価し、必要に応じて現地調査や法令・条例の順守状況を確認し、融資の可否判断を済

ませたものである。プロジェクトによって生じるネガティブ・インパクトを軽減・回避するための対応がとられている。 

 

4. 調達資金の管理 

調達資金をグリーンプロジェクトに充当するための追跡管理の方法、未充当資金の運用方法が示されている。

調達資金の管理は適切である。 

 調達資金の充当状況は、法人コンサルティング部法人企画グループが行内システムを用いて管理する。当
該調達資金が適格プロジェクトへの融資に充当するまでの間は、現金または現金同等物で管理される。 
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5. レポーティング 

開示（報告）のタイミング、方法、開示（報告）事項が示されている。環境改善効果に係る指標は環境面での目

標に整合している。レポーティングは適切である。 

(1) 開示の概要 

 レポーティングの概要は以下の通り。 

 開示事項 開示タイミング 開示方法 

資
金
充
当
状
況 

 
・ グリーン預金残高 
・ 充当したプロジェクトの内容と融資
残高  
・ 未充当金額 

 
 
グリーン預金残高が存在する間、
年に 1 回以上 

 
 
 
 
 

武蔵野銀行の 
ウェブサイト 

環
境
改
善
効
果 

 
 
・CO2 排出削減（見込）効果（t-
CO2） 

・建物における取得した認証と棟数 
 

 
 
グリーン預金残高が存在する間、
年に 1 回以上 

 大きな状況の変化があった場合、適時開示する。 

 

(2) 環境改善効果に係る指標 

 環境改善効果は、環境面の目標である「気候変動の緩和」に整合する定量指標として CO2 排出削減（見

込）量で示される。 

 

        以 上
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